
特集/地 域の時代とビジネス革新

パネ リス ト報 告(2)

「地 域 にお ける ビジネス支 援 」

小 沢 裕 司

中小企業施策の変化

地域 におけ るビジネ ス支援 につ いて、3段 階に分 けてお話 を します。1番 目は、地

域 にお けるビジネスを支援す るため、国の基本 的考 えの大 きな変化、主に法律関係

について紹介 します。2番 目に地域 におけ るビジネ ス支援が どの よ うな状況 にあ る

のか、それ に基づ いて何 をすべ きか。3番 目に地域 にお ける ビジネス支援 をいかに

す るのか、に関す る考 えを説 明致 します。

まず、最初 に中小企業政策の変化です。 これは主に法律関係 ですが、基本 とな る

のは 「中小企業基本法」 です。平成11年12月 に改正 された もので、わが国の 中小企

業政策の基本理念 と重点施策 を定 めた ものです。従来は企業 問にお ける格差、大企

業 と中小企業 の格 差、生産性 向上 とい う視点で、地域 にお ける活力 ある成長 産業の

支援 とい う考 え方だったわけです。 しか し、重点施策が、経営革新 、創業促進 、 自

ら頑張 る企業 を支援す る、 といったス タンスに大き く変わ りま した。 これが新 しい

中小企業政策 の基本 的な考 え方 です。

それでは、このよ うな基本的な考えを支援するために、どの ような支援体制を とっ

たのかです。 「中小企 業指導法」 とい うものが過去 にあったのです が、名称 が平成

12年4月 に 「中小企業支援 法」 に変 わ りま した。 これ は企業が行な う経 営努力 を側

面か ら支援 しようとい うこ とで、そのための支援 の体制 を整 えた とい うことです。

支援 体制 としては3類 型 の支援体制 を作 るとい うことで、 「中小企 業 ・ベ ンチ ャー

総合支援セ ンター」 を全国 に8ヵ 所 に作 りま した。 関東 にお きま しては、東京 の虎

ノ門に設置 しま した。株式公 開な ど、高度 な経 営課題 に対す る支援 を行 なっていき

ま しょ うとい う役割 を行 なってい ます。

そ して、各都道府県 に 「都道府県等 中小企業支援セ ンター」 を作 りま した。 その
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役割 は、地域で独 自の強み を発揮す る中小企業 を支援 しま しょ うとい うこ とで、神

奈川 県の場合は横浜 に ある 「(財)神 奈川県 中小企業セ ン ター」 が、 この都道府 県

支援セ ンターの役割 を果た しています。ただ、神奈川 の場合 は、政令指定都 市が横

浜、川 崎 とい う2つの市 があ りますので、政令指 定都 市について も、 この よ うな都

道府 県支援セ ンター を作 ることがで きます。 現に川崎 には都道府 県支援セ ンター を

持 ってお ります。横浜は近い うちに立ち上げ る と思 います。

その他に、各地域 に 「地域 中小企業支援セ ンター」 を設置す ることができますが、

神奈川の場合は、県内の主な商工会議所 に設置 して、現在10ヵ 所が動いてお ります。

湘南地域 は平塚 、藤沢、厚木 、小 田原 な どの商工会議所 の中に設置 してお ります。

創業や経営革新 な どを 目指す方 を支援す るための、身近な相 談窓 口の役割 を担 って

お ります。

中小企業の創造と革新

その次 に、平成7年4月 「中小企業創造活動促進法」お よび 「中小企業経 営革新支

援法」 とい う法律が制定 され ま した。 これか ら技術革新や経営革新 を進 めてい く企

業 を支援 しま しょ うとい うことです。平成7年4月 にできた 「中小企業の創造 的事業

活動 の促進 に関す る臨時措置法」は、創 業や研究 開発 ・事業化 を通 じて、新製 品 ・

新サー ビス等を生み出そ うとす る中小企業者等 を支援す るもので、研 究開発等事業

計画 を作 って頂 くこ とになってお ります。 この よ うな事業計画を県が認 定す る とい

う作業 を しているわ けです。

同様 に、経営革新 法 も、中小企業 が策定す る新商品の開発、生産、商品の新たな

生産方式の導入等 による経営革新 を行 うための経営革新計画 を作 って頂 き、この よ

うな計画 を県知事が認 定をす る とい う手続 きを とってお ります。認定 を得 た中小企

業者等 に支援策 を実施 しています。

ちなみ に、 「中小企業の創造 的事業活動 の促進 に関す る臨時措置法」 では、平成1

5年12月 末に全 国10,328件 、神奈川 県748件(東 京2,602件 、大阪917件)の 事業計 画

が認定 され てい ます が、圧倒的 に東 京の方が多数 を 占めています。 また、 「中小企

業経営革新 支援法」 でも、平成15年12月 末、全 国12,391件 、神奈川 県597件(管 内4

6件)の 事業計画が承認 され ています。

次 に、 中小企業挑戦支援セ ンター とい うものが あ ります が、 こち らは創業 をす る

ときの形態上の支援 をす る とい うことです。 ど うい うことか といいます と、株 式会
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社 、有 限 会社 な どを創 業す る場 合 に、 最低 資 本 金 制度 に基 づ き1,000万 円、300万 円

の資本 金 がそ れ ぞれ 必 要 です 。 ここで は 、 この規 制 を適 用 しない期 間 を作 りま しょ

うとい うこ とで 、5年 間 は猶 予 す る とい う特 例 を設 けま した。 この 法律 が で き て か

ら、約1年 間で 、8,780社 が 特例 を利 用 して い ます 。 資 本 金1円 とい う会社 も374社 あ

ります。 しか しな が ら、 資本 金1円 も話 題 づ く り としては い い か も しれ ませ ん が 、

や は り1円 企 業 で はや っ て い けな い と思 い ます。

以 上 で法 律 の 改正 ・整 備 を中心 にみ て き ま した が 、新 しい 中小企 業施 策 は、 一言

でい うと、 自 ら頑 張 る企 業 を支援 しま しょ うとい うこ とです 。

県内産業の状況

それ で は、神 奈 川 県 内の産 業 の 状況 は ど うな っ てい るか をみ た い と思 い ます 。 ま

ず 、 開廃 業 率 の逆 転 現 象 が全 国 的 に進 ん でい ま して 、例 えば 、1996年 まで は開 業率

が廃業 率 を上 回 っ てい ま す が、 そ の後 逆 転 して 開業 率 が低 くな って い ます。 や は り

事 業所 数 が減 って い く とい うこ とは、経 済 活動 が段 々 と縮 小 して い く こ とを表 わ し

てい るの です 。 それ で は 経 済の発 展 に とって は 困 るので 、 それ を何 とか したい とい

うの が課 題 とな っ てい るわ けで す。

特 に、 製 造 業 の 事 業 所数 が 随分 減 っ て い て 、10年 前 に比 べ2002年 に は33%も 減 っ

てい ます 。 や は り電 気 メー カー を 中心 と して企 業 の リス トラクチ ャ リングや 海 外 で

の事業 展 開 とい うのが 、 大 きな影 響 とな って い ます 。 また 、製 造 業 の シ ェ ア も段 々

と減 っ てい ま して 、2001年 で は21.8%ま で に落 ち込 ん で い ます 。 何 が 伸 び て い る か

とい うと、特 にサー ビス 業 が伸 び て お り、 経 済 のサ ー ビス化 が段 々進 んで い る こ と

がわ か ります。

それ で は、 県 は この よ うな状 況 を踏 ま えて 、何 を 目標 と して展 開 して行 こ うと し

てい るの か につ い てみ た い と思 い ます 。 主 な 目標 が2つ あ りま して 、1つ は、 開 業率

を高 めた い とい うこ とで 、2006年 ま で は6%ま で持 って い き たい とい う願 い が あ りま

す 。2つ は 、既 存 の 中小 企 業 に頑 張 って も らい た い とい うこ とです 。 創 業 も大 事 で

す が 、地 域 経 済 を全 体 と して支 え る もの はや は り既 存産 業 です。 そ の た め には 、経

営 革新 計 画 を作 っ て も らっ て 、2年 後 に は995件 く らい ま で もっ て い き たい 、 とい

うこ とです。 それ か ら3年 間で400件 く らい経 営 革 新 計画 を作 って い き たい と願 っ て

お ります 。

そ の よ うな 目標 を達成 す るた めの県 の産 業政 策 と して は 、大 き く3つ あ ります 。
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す なわち、次の3つ です。

1)ベ ンチャー企業の育成 と新 たな産業の集積促進

2)中 小企業 の経営革新 とものづ くり支援

3)地 域 に根 ざした産業 の振興

第1の ベ ンチ ャー企業の育成 と産業の集積促進 につ きま しては、大学お よび各ベ

ンチ ャーの投資促進 です。言葉 では簡 単ですが、実は非常に難 しい部分 でもあ りま

す。 また、イ ンキュベー ト機能 の強化 をす る とい うことで、川崎 にある神奈川 サイ

エ ンスパー ク、あるいは相模原 にある相模原 産業創造セ ンター、 または中小企業セ

ンターに委託 しま して、イ ンキュベー ト事業 を進 めています。

第2の 中小企 業の経営革新 とものづ く り支援 です が、 ワンス トップサー ビスに よ

る中小企業 の経 営革新 ・構造 転換支援 とい うこ とで、い くつ かの事業を各 中小企業

セ ンターに委託 してや っています。 また、 ものづ く り支援 と して は、産業技術総合

研究所 が中心なってや ってお ります。

第3の 地域 に根 ざした産業 の振興です が、地域住民 に支持 され る商店街 ・街 づ く

りへの支援 、商店街施設整備 、空 き店舗 の新規 開業支援、中心市街地 の商業活性化

へ の支援 、TMOへ の専 門家派遣等 、 コ ミュニテ ィビジネスに対す る創 業 な どの支

援、 コ ミュニテ ィビジネス創業セ ミナー、創 業支援資金な どを行な ってお ります。

この3番 目の地域 におけ るビジネス支援 とい うのが本来 のテーマです。

地域におけるビジネス支援

地域 にお ける ビジネス支援 を、 どの よ うにすれ ばいいのか とい うことです。1番

目の3類 型 の支援体制 は、前述 した通 りです ので省略致 しますが、2番 目の地域 に

お ける支-関 と連携組織 とい うこ とでは、地域 には各種 の支援機 関があ ります。

例 えば、市町、商工会議所 、商工会、大学、県、財 団、NPO等 による支援 と連携 な

どです。

それ ぞれ の機 関には特徴(得 意分野)が あ り、それ らが上手 く連携す るこ とに よ

り、効果的 な支 援が可能 となって きます。産学連携 といいます と、神奈川 大学 も専

門の窓 口を置 きま して、積極的 な対策 を示 してお ります。 そ して、財 団 としては神

奈川 高度技術支援財団な どがあ ります。最近市民活動 としてNPOが かな り活発 に動

いています。

この よ うに地域 には多様 な支援機関があ ります ので、 これ を旨 く活用 して連携 し
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てい きたい と考えています。特に、それぞれ の得意 分野 があ ります ので、それぞれ

を効果的 に結 び付 けてい くことが効果的な支援 に繋 がってい きます。現実の支援組

織のネ ッ トワークも出来 上がっていますので、地域 の各機関が連携 して地域か らの

創 業 ・経営革新 を支援す るイ ンキ ュベー ト機能 を果 たす こ とが必要だ と思い ます。

最後 に、支援機 関の連携事例 とい うこ とで2つ 取 り上 げておきます。 まず、創業

支援 とい うことで、平塚 商工会議所、秦野商工会議所、藤沢 商工会議所 、茅 ヶ崎商

工会議所な どの商工会議所で創業支援 をや っています。 また、創業セ ミナー を受け

た とい って も、す ぐには創 業できませんので、後の フォローを ど うす るかが重要で

す。例 えば、セ ミナーを受 けた人 は、まだ事業 をや った こ とがないので、先輩達 を

呼んで質問 とい う形で議論 をす る、そ うい う機 会や場 を設定 しています。

創業者 の最大の課題 は資金調達 ですが、 これ につ いて は資金調達 に関す る具体的

内容や方法を説明す るな どの支援サー ビスを提供 してい ます。 この よ うなフォ ロー

ア ップが重要 です。 また、創 業者 が個々人 の問題 を抱 えていますので、個人の相談

窓 口を作 ってお ります。 その よ うな場面で、金融機 関な どの関係者 を招 いて、両者

を結び付 けることが大事 になってきます。

この よ うに、創 業の進捗状 況に合わせ て、支援 メニューの方法 をこち らで提供 し

てい くことが大事です。 ただ、1ヶ 所 で全 てがで きる ものでは あ りませ んので、互

いの連携す る機関の特徴 を組 み合 わせ ることが重要 とな ります。

もう1つ の事例は、経営革新支援の事例です。 これ は特定 の企業 に対す る事例 で

す が、去年 、平塚 市内のある事業者か ら創業に関す る相談 を受 けま した。 この相談

案件は、事業 としての展 開可能性が非常に高い と考 えま して、現在描 いてい る事業

を紙面に表現 して下 さい とい うことをお願い しま した。事業計画書 を書 いていただ

きま した。そ して、われわれの部署 との打 ち合 わせ で2回 ほ どの修正 を加 えて、中

小企業セ ンターの方 に提 出 しま した。 そち らの方 で、事業可能性評価 を しますが、

その評価 は専 門家5人 、例 えば、技術 の専 門家やマーケテ ィングの専門家 な どが、

その経営者 か らプ レゼ ンテー シ ョンを受 けて 、結果 として事業評価 のAラ ンクを受

けま した。

今 まで、事業評価 に関 しま しては160件 ほ どの申 し込 みがあって、事業性Aラ ン

クを受 けたのは16社 です が、そのほ とん どが製造業やIT関 係 です。 そ して、作った

事業計画に基づいて、資金調達のために地元にある信用金庫 に説明に行 きま した。

事業のための必要な創 業資金や運転資金 な どについて説明 し、担 当者か らかな り積

極的な返事 を頂 きま した。 このよ うな新規事業 を 自分だけでやればなかなか進 まな
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いのですが、商工会議所 な どと相談すれ ば、よ り効果的 に進 めてい くこ とがで きま

す。 この よ うに地域 にお ける連携 とネ ッ トワー クを作るこ とが非常 に重要だ と思い

ます。
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